許可の条件
(許可条件及び法令の遵守義務）

１　許可の条件、事前協議による回答事項、下水道法、横須賀市下水道条例及び横須賀市下水道条例施
行規程等の適用法令（以下「許可条件及び法令等」という。）を順守し使用すること。

（使用料の納入）

２　使用者は、管理者の発付する納入通知書により、使用料を納入期限内に納付すること。

（権利の譲渡等の禁止）

３　使用者は、管理者の承認を得た場合を除いて、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

（行為の届出義務）

４　使用者は、管理者から要請があった場合において、工事の着手及び竣工の際は管理者に届け出、管理上指示がある場合は、その指示に従うこと。
（安全管理義務）

５　使用者は、使用許可物件を事故等が生じないよう、安全かつ適切に管理し使用すること。
（損害賠償の義務）

６　使用者が使用したために、敷地、構造物及び第三者等に人的、物的損傷を及ぼしたときは、直ちに管理者に届け出て、補修又は損害の賠償をすること。
(許可事項の変更等)

７  使用者は、使用者又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、「許可事項等変更届」を提出すること。
 (使用許可物件の移設等）

８　管理者が行う工事等の都合により使用許可物件が支障する場合は、移設等の措置を講ずること。この場合、要する費用は使用者の負担とする。

(使用許可の取消等）

９　管理者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は既に設置した工作物等の改築を命じることができる。その場合、使用者が要した経費や損害に対して管理者は責任を負わない。
(１)不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。
(２)使用の目的以外に使用したとき。

(３)許可条件及び法令等に違反したとき。

(４)使用料を納入期限までに納付しないとき。
(５)公益上その他管理者が必要と認めたとき。

 (原状回復の義務）

10　使用者は、使用の期間が満了したとき、又は使用の許可を取消されたとき、若しくは使用を廃止したときは、自己の負担で使用許可物件を撤去し敷地を原状に回復したうえで、直ちに管理者に「原状回復届」を提出し検査（確認）を受けること。
(代執行）

11　使用者が前項の定める事項を履行せず、又は履行しても不十分と認めるときは、管理者は使用者に代わってこれを執行する。この場合、執行に要する費用は使用者から徴収する。
